
上越市農業研修センター芙蓉
ふ よ う

荘条例施行規則を廃止する規則をここに公布する。 

令和７年１２月１８日 

                    上越市長 小 菅 淳 一 

 

上越市規則第５９号 

上越市農業研修センター芙蓉
ふ よ う

荘条例施行規則を廃止する規則 

上越市農業研修センター芙蓉
ふ よ う

荘条例施行規則（昭和５４年上越市規則第７号）は、廃止す

る。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


